
一
頁

○

令
第
五
号

経総
済
産務
業
省省

電
子
委
任
状
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
委
任

状
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

総
務
大
臣

武
田

良
太

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

電
子
委
任
状
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
子
委
任
状
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

経総
済
産務
業
省省

よ
う
に
改
正
す
る
。

「申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

印

「申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

様
式
第
一
中

を

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

」

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

に
改
め
、
備
考
４
を
削
る
。

」

「申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

印

「申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

様
式
第
二
中

を

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

」

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

に
改
め
、
備
考
３
を
削
る
。

」



二
頁

「譲
り
渡
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

印

「譲
り
渡
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

様
式
第
三
中

を

法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

」

法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

及
び

「譲
り
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

印

「譲
り
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

に
、

を

」

法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

」

法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

に
改
め
、
備
考
３
を
削
る
。

」
様
式
第
四
中
「証

明
者
の
氏
名

印

」
を
「証

明
者
の
氏
名

」
に
改
め
、
備
考
３
を

削
り
、
備
考
４
中
「記

名
押
印

」
を
「記

名

」
に
改
め
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

「証
明
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

印

「証
明
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

様
式
第
五
中

を

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

」

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

に
改
め
、
備
考
３
を
削
り
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

」
様
式
第
六
中
「被

承
継
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「被

承
継
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名

」
に
、
「承

継
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「承

継
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
、
備
考
３
を
削
る
。

「申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

印

「申
請
者
の
氏
名
又
は

様
式
第
七
及
び
様
式
第
八
中

を

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

」

に
あ
っ
て
は
代
表
者

名
称
及
び
法
人

に
改
め
、
備
考
３
を
削
る
。

の
氏
名

」



三
頁

「届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

印

「届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

様
式
第
九
中

を

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

」

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

に
改
め
、
備
考
３
を
削
る
。

」

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


